委　託　契　約　書

　　飯　田　市（以下「委託者」という。）と、　　　　　　　　　　　　　（以下「受託者」という。）とは、次のとおり除雪作業業務に関しての委託契約を締結する。

　（業務委託）

第1条 　委託する業務は次のとおりとする。

　（１）業務名　　　　　　　令和７年度　除雪作業業務委託
　（２）除雪路線及び区間　　
	路　　線　　名
	区　　　　　　　　　　間
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　（３）委託期間




令和　　７年　１２月　　１日から




令和　　８年　　３月　３１日まで

　（除雪路線及び区間）

第２条　積雪量の変化等により、前条第２号に規定する路線及び区間以外の市道及び農道について除雪が必要となった場合は、第７条第１項に掲げる監督または指示する職員と協議の上、作業を実施する。

　（委託料）

第３条　委託料は、委託業務の履行状況に応じて別表１に定める単価により算定した額と別表２に定める機械管理費の合計額に消費税を加えたものとする。

２　別表１の単価には、運転手等の賃金、維持管理などに要する一切の経費を含むものとする。

３　別表１の休日単価は、土曜日、日曜日、祝日及び令和７年１２月２９日から令和８年１月３日までの間の業務に適用し、昼間単価は午前８時から午後８時の間に行った作業に、夜間単価は午後８時から翌日の午前８時の間に行った作業に適用するものとする。
４　委託料の算出基礎時間数は、除雪機械１台の１ヶ月当たりの作業延べ時間数とする。算出にあたり、作業時間に１時間未満の端数が生じた場合は、その端数が３０分以上のときには１時間とし、３０分未満のときにはその端数を切り捨てるものとする。
５　受託者は、委託期間中の除雪機械管理費として、委託業務に使用した機械に応じて別表２に定める額を、令和８年３月分に合わせて請求するものとする。ただし、国または飯田市以外の地方公共団体における除雪作業業務を受託し、その団体の業務に用いた除雪機械管理費について、受託者が当該団体に除雪機械管理費に相当する額を請求している場合は、委託者に対し、除雪機械管理費の請求はできないものとする。

６　待機補償費は次のように定める。
（１）　除雪機械

　　　　　委託者が受託者に大雪注意報・警報発令時以外に待機命令を発した時に支払うものとする。ただし、待機補償時間は夜間（午後８時から翌日の午前８時）とし、発令後午後８時から翌日の午前８時の間に３時間以上の稼働があった場合、待機補償は支払わないものとする。

（２）　除雪機械運転要員

　　　　　夜間（午後８時から翌日の午前８時）に大雪注意報・警報発令時に待機した時に支払うものとする。ただし、支払いは待機不稼働の場合のみとする。

　（３）　情報員
　　　　　　午後４時発表の天気予報において、当日夜間午後８時から翌日午前８時にかけての「降雪」予報が発令された場合に支払うものとする。
　（契約保証金）
第4条 契約保証金は委託料の１００分の１０とし、その納付は免除とする。ただし、受託者が
この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。

（作業の実施）

第５条　受託者は、｢除雪業務特記仕様書｣及び「除融雪業務実施要領」に基づき受託業務を誠実に遂行するものとする。

　（作業の確認）

第６条　委託者は、必要の都度、交通確保状況等について現地の確認を行うものとする。

２　受託者は委託者から請求があったときは、作業状況等について委託者に報告しなければならない。　　

　（監督員）

第７条　委託者は、この除雪作業について監督または指示する職員（以下「監督員」という。）を指定して受託者に通知するものとする。

２　監督員は、本契約書に基づき、必要な監督又は指示を行うものとする。

　

　（現場代理人及び主任技術者）

第８条　受託者は、現場代理人及び除雪作業現場における技術上の管理と安全をつかさどる主任技術者を定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。

２　現場代理人と主任技術者とはこれを兼ねることができる。

　

　（損害の負担）

第９条　受託者の業務不履行に基づき委託者が受けた損害は受託者が負担するものとする。

　　

　（一般的損害）

第１０条　除雪作業の実施により生じた損害は、第９条を除き受託者の負担とする。ただし、その損害のうち受託者の責と認めがたいときは、両者協議して負担額を定めるものとする。

（第三者への損害）

第１１条　受託者が除雪作業により第三者に及ぼした損害は、受託者の負担とする。ただし、不可抗力により第三者に損害を及ぼした場合で、委託者が必要と認めるときは、両者協議して負担額を定めるものとする。

　　

（委託者の契約解除権）

第１２条　委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。

（１）　正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
（２）　その責めに帰すべき事由により履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
（３）　契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
（４）　前各号のほか、この契約事項に反し、その違反によってこの契約の目的を達成することができないと委託者が認めたとき。
 　(５)　受託者が次のいずれかに該当するとき。

ア　役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員（役員として登記又は届出をしていない実質上経営に関与している者を含む。）又はその支店若しくは常時業務の受託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が飯田市暴力団排除条例（平成23年飯田市条例第34号。以下この号において「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は第６条第１項に規定する暴力団関係者（以下この号において「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。

イ　受託者が自ら契約するに当たり、その相手方が暴力団（条例第２条第１項第１号に規定するものをいう。以下この号において同じ。）、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ウ　受託者が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者である者を受託者が自ら行う契約の相手方としていた場合（イに該当する場合を除く。）に委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

エ　再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからウまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

オ　受託者がアからウまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(エに該当する場合を除く。)に委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

（受託者の責務）

第１３条　受託者は、業務の履行に当たり、不当介入等（暴力行為、脅迫行為又はこれに類する行為、威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為、正当な理由なく面会を強要する行為、正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為、その他秩序の維持、安全確保又は契約の履行に支障を生じさせる行為をいう。）を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに警察に届け出なければならない。また、警察の捜査に協力しなければならない。　
（検査）

第１４条　受託者は、毎月５日までに前月分の業務に関する書類を添えて委託者に完了届を提出するものとする。ただし、３月については令和８年３月３１日までに３月分の業務に関する書類を添えて委託者に完了届を提出するものとする。

２　委託者は前項の完了届を受理したときは、その日から１０日以内に内容を検査しなければならない。この場合において、委託者は当該審査の結果を書面をもって受託者に通知するものとする。　　

　
（委託料の支払時期及び方法）
第１５条　受託者は、前条の第２項の規定による検査に合格したときは、委託者に対して委託料の支払いを請求するものとする。

２　委託者は、前項の支払いの請求があったときは、その日から起算して３０日以内に支払うものとする。

３　業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。）第８条第１項の規定に基づく率を乗じて計算した遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
（契約条項以外の事項等）

第１６条　この契約条項に定めのない事項、及びこの契約条項の解釈に関し疑義を生じたときは

　両者協議して定めるものとする。

　　　この契約書の成立を証するため、本書２通を作成し、両者記名捺印のうえ、それぞれ

　　１通を所有するものとする。

　　　　　令和　７年　１２月　1日


　　　　　　委託者　　　　　　住　所
　飯田市大久保町２５３４番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 飯田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　飯田市長 佐　藤　 健
　　　　　　　　　　受託者　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

